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研究成果の概要（和文）：全国各地の地方自治体ならびに国際交流協会へのニーズ調査、及び聞き取り調査の結果を基
に、コミュニティ通訳の中でも需要の高い相談通訳に焦点を当て、教材の作成と多言語化を図った。
試作した教材では、司法・行政・教育・医療などの分野が主となる相談通訳の現場において、業務にあたる際必要とな
る、国籍や在留資格、就業や社会生活といった複数分野において、専門用語及びその概説を記述し、英語を含む6言語
に多言語化した。

研究成果の概要（英文）：Through the needs analysis and hearings at local municipalities and international 
associations across the country, this research focuses mainly on consultation interpreting in order to 
create teaching materials in multilanguages. The teaching materials, translated into 6 languages in 
total, cover several fundamental areas in consultation interpreting, including status of residence, 
labor, marital relationship, and education.

研究分野： コミュニティ通訳
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１．研究開始当初の背景 
 
現在、在留外国人数が 2,232,189 人、国籍が
194 カ国（無国籍を除く）に上るなど（法務
省, 2016）、日本社会が急速に多言語・多文化
社会への道を進む中、行政のみならず、教育
や司法など、さまざまな生活場面において、
異なる言語、文化の媒介者としての通訳者に
対する期待が高まっている。 
 
中でもコミュニティ通訳の役割は注目され
ており、専門職としての確立が望まれている
（Naito 2012）。コミュニティ通訳とは、司
法、行政、教育、医療等の分野で、言語・文
化的なマイノリティとしておかれている人
たちを、通訳・翻訳面から支援し、ホスト社
会につなげる「橋渡し役」を務める（Naito 
2012）通訳で、歴史のある会議通訳と比較し、
各国で注目を浴びている職業である。 
 
対して、コミュニティ通訳には試験や認定制
度、システム化された養成プログラムなど、
取り組まなければならない問題が多い（高橋 
2009; 水野 2005）。また、コミュニティ通訳
が対象とする多言語に対応した教材および
養成方法には、課題が多い。 
 
 
２．研究の目的 
 
本研究は、今後日本が多言語・多文化社会に
なっていく上で必要不可欠な存在となるコ
ミュニティ通訳養成のうち、特に相談通訳に
おいて肝要となる基本的知識を網羅した教
材を多言語で作成することを目的とする。 
 
具体的には、相談通訳が通訳の対象とする司
法、行政、教育、医療等の活動領域において、
実際に通訳者と協働する各地方自治体及び
国際交流協会、弁護士会をはじめとする専門
家集団へのニーズ調査ならびにヒアリング
調査を実施する。 
 
調査の結果を基に、現実社会のニーズに即し
た相談通訳を主とするコミュニティ通訳養
成カリキュラムはどのようなものかを模索
する。教材開発においては、前述のニーズ調
査及びヒアリング調査に基づき、多様なライ
フステージ（人生の各段階）、シチュエーシ
ョン（状況）を網羅するように開発する。 
 
 
３．研究の方法 
 
本研究は三段階での実施を想定している。第
一段階として、多言語・多文化社会としての
日本でコミュニティ通訳に求められるニー
ズを、弁護士会や国際交流協会などの外部機
関へのヒアリング調査により明らかとした
上で、現状把握を行う。 

 
第二段階では、第一段階で行った日本社会の
ニーズと、これまでのコミュニティ通訳の役
割論を俯瞰しながら、実用性の高い教材とは
どのようなものか要件を策定する。 
 
第三段階では開発した教材に対し、相談通訳
をはじめとし、多言語のコミュニティ通訳志
望者が使用可能となるよう、特にニーズの高
い言語へと翻訳する。加えて前段階までのニ
ーズ調査及び聞き取り調査から、相談通訳の
場面で見られることの多い、専門家と外国人
相談者のやり取りを基にした対話型教材の
開発を行う。 
 
また、開発する教材は既存の大学・大学院に
おけるコミュニティ通訳教育において試作
した教材を用いた通訳訓練を実施する。なら
びに全国の地方自治体や国際交流協会で実
施するコミュニティ通訳研修会だけでなく、
通訳者及び通訳志望者が自律的学習に使用
できるよう、ウェブでの公開を目指す。 
 
 
４．研究成果 
 
本研究では、全国の地方自治体や国際交流協
会及び、弁護士会などの専門家集団へのニー
ズ調査及びヒアリング調査を実施し、その結
果に基づき、コミュニティ通訳の中でも「入
り口」ないしは「礎」とされるなど、肝要な
役割を担う相談通訳養成のための教材を開
発し、多言語化を図った。具体的には、現代
日本社会にてニーズの高い、英語、中国語、
インドネシア語、フィリピン語、ベトナム語、
ネパール語の計6言語への多言語化を行った。 
 
多言語化の対象となった 6言語は、いずれも
リレー専門家相談会などの外国人相談をこ
れまで担ってきた専門家らへのヒアリング
調査を重ねた結果、選択された。特に近年で、
インドネシア語・フィリピン語・ベトナム
語・ネパール語の 4言語は、それぞれの言語
を話す人口の増加に伴い、専門家相談会など
で必要とされる機会が増加しつつあり、今後
もその傾向が続くと予想される。しかし、上
記の 4言語など、日本において少数言語とさ
れる言語は、話者人口の多い言語と比べ通訳
教材の数に乏しく、本研究で開発された教材
が利用可能となることは社会的にも有意義
といえる。 
 
本教材で素材としたのは、相談通訳の現場で
頻出する専門用語やその概説である。専門用
語と概説は、『これだけは知っておきたい！
外国人相談の基礎知識』の「第３部これだけ
は知っておきたい 50 の専門用語」に記載さ
れている項目を使用した。ニーズ調査を行な
った結果判明したのは、在留資格や結婚・離
婚にまつわる問題、解雇などの労働問題、ド



メスティック・バイオレンスや児童虐待、こ
ころのケアが昨今日本に暮らす外国人住民
の間でとみにみられる問題であり、相談通訳
にとって必要不可欠な知識となっているこ
とであった。相談通訳には専門家と同等の専
門知識は求められないものの、基本的用語に
慣れ親しみ、訳語と意味を十分理解しておく
ことが求められる。上述の書籍を用いたのは、
外国人相談に必要な基礎用語を 50 語集め、
またその全てに適切な解説が付与されてお
り、入門に適切という推薦を複数専門家より
得られたためである。 
 
本教材は、全国の地方自治体や国際交流協会
及びその他の専門機関が相談通訳を主軸と
するコミュニティ通訳の育成に向けた研修
などを実施する際、ならびに今後相談現場で
の通訳をつかさどる専門人材が、自律的に通
訳スキルの向上を図る際、利用可能となるよ
うウェブでの公開を行っている。 
「相談通訳のニーズ調査及びそれにもとづ
く多言語教材」 
http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/
topics/post-1.html 
 
また、多言語教材に加え、本研究で実施した
調査の結果を基に、司法や行政といった場面
における相談通訳の例を用いて専門家と外
国人相談者による対話型教材の作成も行っ
た。本対話型教材については、大学・大学院
における通訳教育の一環として、既に教材と
して試験的に導入している。 
 
本研究では、コミュニティ通訳においても相
談通訳の現場で求められる専門用語とその
概説部分の多言語化を行ったが、今後の展望
として、通訳者及び通訳志望者からのフィー
ドバックを得て、特に概説部分において必要
とされる概念や用語の精査を行う必要があ
る。また、本研究で開発した教材は 6言語へ
の翻訳を行ったが、多言語対応の視点からみ
ると、スペイン語やポルトガル語などを含む、
計 10 言語で利用可能な状態を目指すのが望
ましい。 
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